
松阪市産業支援センターからのお知らせ (2026 年 2 月 6 日)  

 

松阪市産業支援センターです。 

松阪市では、電気自動車の普及を促すため 2 月 17 日に クラギ文化ホール 第 1 駐車場にて EV トラック試乗

会を開催します。 

これは、松阪市が三重いすゞ自動車株式会社といすゞ自動車株式会社と締結した「電気自動車を活用した地域

脱炭素社会の実現に関する連携協定」に基づく事業として開催いたします。 

EV トラックを体験してみたいという方はぜひご参加ください！ 

----------------------------------------------------------------------- 

1.EV トラック試乗会を開催します 

  詳細につきましては、下記 URL をご覧ください 

   https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-zerocarbon-site/evtrack-

taiken.html 

  予約はこちらからどうぞ 

   https://logoform.jp/form/TY2e/1417298 

2.事業者のお困りごとを解決する無料相談窓口を開設しています 

  詳細及び予約につきましては、下記 URL をご覧ください 

   https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/soudan-madoguchi.html 

  相談申込みは下記 URL からどうぞ 

   https://logoform.jp/form/TY2e/248761 

3.補助金や支援金の紹介ページ、都度更新中！！ 

  補助金一覧は、下記 URL をご覧ください 

   https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

  雇用に関係する助成金一覧は、下記 URL をご覧ください 

   https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/koyou-jyoseikin.html 

----------------------------------------------------------------------- 

1.EV トラック試乗会を開催します 

 

松阪市では、2026 年 2 月 17 日に令和 7 年 9 月に三重いすゞ自動車株式会社といすゞ自動車株式会社と締

結した「電気自動車を活用した地域脱炭素社会の実現に関する連携協定」に基づく事業として、EV トラック試乗

会を開催します。 

企業・個人どなたでも参加できる試乗会ですので、EV トラックを体験してみたいという方はぜひご参加ください。 

なお、予約なしの当日参加も可能ですが、事前予約をしていただいた方の案内が優先されますので、EV トラック

を体験されたい方はご予約をお願いいたします。 

・開催日時： 

  2026 年 2 月 17 日(火曜日)  

  10 時～15 時 30 分 (雨天決行) 

・開催場所： 

  クラギ文化ホール 第 1 駐車場 (松阪市川井町 690) 



・参加費： 

  無料 

・予約締切： 

  2026 年 2 月 16 日 (月曜日) 

  ※事前申し込みはあくまで優先的に案内するものですので、待ち時間は発生します。 

   事前申し込みなしの当日参加も可能です。 

・試乗車： 

  (1)エルフミオ EV (公道又は場内を試乗可能) 

    ※普通免許で運転可能です。 

  (2)エルフ EV (場内を試乗可能) 

    ※準中型免許で運転可能です。 

  (3)電動サイクル (場内を試乗可能) 

    ※16 歳以上であれば、免許不要で運転可能です。 

     雨天時は試乗不可となります。 

     松阪市の所有物であり、場内での事故・怪我等については責任を負いかねます。 

 

詳細につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-zerocarbon-site/evtrack-

taiken.html 

予約はこちらからどうぞ 

 https://logoform.jp/form/TY2e/1417298 

 

 

2.事業者のお困りごとを解決する無料相談窓口を開設しています 

 

松阪市産業支援センターでは、事業を運営して行くにあたり直面する様々な課題を解決するため、「事業承継」

「税務」「販路開拓」「法律」「労働」の各相談窓口を行っています。 

事業者の皆さんのご活用をお待ちしています。 

・開催日： 

  事業承継相談  毎月第 1 水曜日 

  税務相談    毎月第 1 木曜日 

   ※3 月の税務相談は、3 月 17 日（第 3 火曜日）に変更となります。  

  販路開拓相談  毎月第 3 水曜日 

  法律相談    毎月第 3 木曜日 

  労働相談    毎月第 4 水曜日 

   ※開催日が祝日の場合、窓口はお休みさせていただきます。 

・相談開始時刻： 

  13 時 30 分からと 15 時 00 分からの 2 回 

・相談時間： 



  90 分以内 

・予約方法： 

  窓口開催日の 1 週間前までにご予約ください 

・費用： 

  無料 

・対象者： 

  松阪市内に主たる事務所または事業所を有する方 

・窓口会場： 

  カリヨンプラザ 1 階 支援センター相談室 (松阪市日野町 788) 

・問い合せ先： 

  松阪市産業文化部 商工政策課  松阪市産業支援センター 

  TEL：0598-25-6520 

 

詳細及び予約につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/soudan-madoguchi.html 

相談申込みは下記 URL からどうぞ 

 https://logoform.jp/form/TY2e/248761 

 

 

3.補助金や支援金の紹介ページ、都度更新中！！ 

 

松阪市産業支援センターでは、補助金の募集開始情報を調査し下記ご紹介ページを都度更新しています。 

皆さんのご活用をお待ちしております。 

 

補助金一覧は、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

雇用に関係する助成金一覧は、下記 URL をご覧ください 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/koyou-jyoseikin.html 

 

メールが不必要な方は下記にご連絡をいただきますようお願いいたします 

発信元 

*********************************************** 

   松阪市産業文化部 商工政策課 

   松阪市産業支援センター 

   515-0084 

    松阪市日野町 788 カリヨンプラザ１階 

    TEL 0598-25-6520 FAX 0598-25-6521 

    E-mail san.shien@city.matsusaka.mie.jp 

*********************************************** 


